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報告第１１号 

 

 

   令和５年度由利本荘市一般会計補正予算（専決第１号）専決処分報告 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和５年度由

利本荘市一般会計補正予算（専決第１号）を専決処分したので、同条第３項の規定に基づ

き報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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報告第１２号 

 

 

   令和５年度由利本荘市一般会計補正予算（専決第２号）専決処分報告 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和５年度由

利本荘市一般会計補正予算（専決第２号）を専決処分したので、同条第３項の規定に基づ

き報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第１号 

 

 

   令和４年度由利本荘市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第２号 

 

 

   令和４年度由利本荘市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第３号 

 

 

   令和４年度由利本荘市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議

会の認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第４号 

 

 

   令和４年度由利本荘市診療所運営特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市診療所運営特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第５号 

 

 

   令和４年度由利本荘市休日応急診療所運営特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市休日応急診療所運営特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、

議会の認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第６号 

 

 

   令和４年度由利本荘市情報センター特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市情報センター特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第７号 

 

 

   令和４年度由利本荘市奨学資金特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市奨学資金特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会の認

定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第８号 

 

 

   令和４年度由利本荘市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、

議会の認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第９号 

 

 

   令和４年度由利本荘市スキー場運営特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市スキー場運営特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第１０号 

 

 

   令和４年度由利本荘市小友財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市小友財産区特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第１１号 

 

 

   令和４年度由利本荘市北内越財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市北内越財産区特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第１２号 

 

 

   令和４年度由利本荘市松ヶ崎財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、別冊令和４年

度由利本荘市松ヶ崎財産区特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第１３号 

 

 

   令和４年度由利本荘市水道事業会計決算認定について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、別冊令和

４年度由利本荘市水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第１４号 

 

 

   令和４年度由利本荘市下水道事業会計決算認定について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、別冊令和

４年度由利本荘市下水道事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付

する。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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認定第１５号 

 

 

   令和４年度由利本荘市ガス事業会計決算認定について 

 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、別冊令和

４年度由利本荘市ガス事業会計決算を、別紙監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。 

 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                                           由利本荘市長 湊  貴 信    
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議案第１３０号 

 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

 

  住 所    

  氏 名   遠 藤 勇 喜 

                 年  月  日生 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  人権擁護委員の候補者の推薦にあたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、 

 議会の意見を求めるものである。 
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議案第１３１号 

 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

 

  住 所    

  氏 名   鷹 照 幸 子 

                 年  月  日生 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  人権擁護委員の候補者の推薦にあたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、 

 議会の意見を求めるものである。 
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議案第１３２号 

 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

 

  住 所    

  氏 名   早 川 あ け み 

                 年  月  日生 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  人権擁護委員の候補者の推薦にあたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、 

 議会の意見を求めるものである。 
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議案第１３３号 

 

 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

 

 

  住 所    

  氏 名   櫻 井 茂 和 

                 年  月  日生 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  人権擁護委員の候補者の推薦にあたり、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、 

 議会の意見を求めるものである。 
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議案第１３４号 

 

 

ＪＲ東日本エネルギー開発地域貢献基金条例の制定について 

 

別紙のとおりＪＲ東日本エネルギー開発地域貢献基金条例を制定するものとする。 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  ＪＲ東日本エネルギー開発地域貢献基金を設置するため、新たに条例を制定しようと

するものである。 
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ＪＲ東日本エネルギー開発地域貢献基金条例（案） 

 

（設置） 

第１条 西目地域の発展に資する事業に充てるため、ＪＲ東日本エネルギー開発地域貢献

基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、寄附金又は当該年度の一般会計予算で定めるものと

する。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目

的を達成するための必要な経費に充てるものとする。ただし、各会計年度において生じ

た余剰金については、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があるときは、基金の全部又は一

部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１３５号 
 
  由利本荘市営住宅設置条例の一部を改正する条例（案） 
   由利本荘市営住宅設置条例の一部を改正する条例 
 
 由利本荘市営住宅設置条例（平成１７年由利本荘市条例第２３１号）の一部を次のよう

に改正する。 
 
 別表第１項中 
「 
 
 

      
 
 

同 同 ４戸建２棟 由利本荘市石脇字田尻２８番地 昭和４５年

度 
同 
 

簡耐平 ４戸建２棟 同 昭和４６年

度 
同 簡耐平 ４戸建２棟 同 同 
     

」を 
「 
 
 
 

      
 
 

同 同 ４戸建１棟 由利本荘市石脇字田尻２８番地 昭和４５年

度 
     

」に、 
 同表第４項中 
「 

     

笹子住宅

（Ⅰ） 

同 １戸建１棟 由利本荘市鳥海町上笹子字下

野５番地 

同 

城下住宅 木造２ 同 由利本荘市岩城亀田亀田町字

下夕町１５番地２ 

平成７年度 

     
」を 

「 
 
 

      
 城下住宅 木造２ １戸建１棟 由利本荘市岩城亀田亀田町字

下夕町１５番地２ 

平成７年度 

     
」に 

改める。 
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附 則 

 この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 
 
 
  令和５年８月２９日提出 
 
                        由利本荘市長 湊  貴 信    
 
 
提案理由 
  由利本荘市営住宅松涛団地の一部及び笹子住宅Ⅰ号の用途廃止に伴い、条例の一部を

改正しようとするものである。 
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議案第１３６号 

 

 

  由利本荘市公共住宅管理条例の一部を改正する条例（案） 

   由利本荘市公共住宅管理条例の一部を改正する条例 

 

 由利本荘市公共住宅管理条例（平成１７年由利本荘市条例第２３２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表中 

「 

 

 

 

  
 

 

 

笹子住宅（Ⅰ）             １５，０００円 

城下住宅 ４０，０００円 
  

」を 

「 

 

 

  
 

 
城下住宅 ４０，０００円 
  

」に 

改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  笹子住宅Ⅰ号の用途廃止に伴い、条例の一部を改正しようとするものである。 
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議案第１３７号 

 

 

由利本荘市火災予防条例の一部を改正する条例（案） 

 由利本荘市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 （由利本荘市火災予防条例の一部改正） 

第１条 由利本荘市火災予防条例（平成１７年由利本荘市条例第２５３号）の一部を次の

ように改正する。 

第１７条の２第１項中「自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条

第１項第９号に規定する自動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。第

１２号において同じ。）をいう。以下この条において同じ。）に」を「自動車、原動機

付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター

（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて」

に、「及び全出力２００キロワットを超えるものを除く。）をいう」を「を除く。）を

いい、分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び

充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）

により構成されるものをいう。以下同じ。）にあっては、充電ポストを含む」に改め、

同項第１号ただし書中「不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面す

るときは」を「次に掲げるものにあっては」に改め、同号に次のように加える。 

ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの 

イ 分離型のものにあっては、充電ポスト 

第１７条の２第１項第２号に次のただし書を加える。 

ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。 

第１７条の２第１項第６号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同項第７号

中「急速充電設備と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気自動車等に接続さ

れ、」に、「接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等から」に改め、同項第１１

号中「緊急停止させることができる措置を講ずる」を「緊急に停止することができる装

置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができ

る箇所に設ける」に改め、同項第１２号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車

等」に改め、同項第１３号中「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分
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をいう。以下この号において同じ。）」を削り、同項第１６号中「当該蓄電池」の次に

「（主として保安のために設けるものを除く。）」を加え、同項中第１８号を第１９号

とし、第１７号を第１８号とし、第１６号の次に次の１号を加える。 

（１７） 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主と

して保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこと。 

第２２条第１項中「いう。」の次に「以下同じ。」を加える。 

第３２条第３項を削り、同条第４項第２号中「併せて図記号による標識を設けるとき

は、別表第２に定めるものとしなければなら」を「健康増進法（平成１４年法律第１０

３号）第３３条第２項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りで」

に改め、同項を同条第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、

「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標

準化機構が定めた規格第７０１０号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとし、

「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定め

た規格第７００１号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとしなければならな

い。 

第３２条第５項中「前項」を「第３項」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２ 削除 

第２条 由利本荘市火災予防条例の一部を次のように改正する。 

第１７条第１項第４号中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。 

第１７条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は雨水等」に改める。 

第１９条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロ

ワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び

延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。

以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とするこ

と。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸

性の床上又は台上に設けなければならない。 

第１９条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける
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電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３

に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービ

クル式のものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保たなけれ

ばならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面す

るときは、この限りでない。 

第１９条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１７条の２第１項第４号」に改

める。 

第７１条第１６号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以下の

ものを除く。）」を加える。 

別表第１厨房設備の項を次のように改める。 

厨
房
設
備 

気
体
燃
料 

不燃

以外 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

14kW以下 100 15 

注 

15 15 

注 

注：機器

本体上方

の側方又

は後方の

離隔距離

を示す。 

据置型レンジ 21kW以下 100 15 

注 

15 15 

注 

不燃 開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

14kW以下 80 0 ― 0 

据置型レンジ 21kW以下 80 0 ― 0 

固
体
燃
料 

不燃

以外 

木炭を燃料

とするもの 

炭火焼き器 ― 100 50 50 50 

不燃 木炭を燃料

とするもの 

炭火焼き器 ― 80 30 ― 30 

上記に分類されな

いもの 

使用温度が800℃以

上のもの 

― 250 200 300 200 

使用温度が300℃以

上800℃未満のもの 

― 150 100 200 100 

使用温度が300℃未

満のもの 

― 100 50 100 50 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。ただし、第２条の規定及び附則第３

項から第５項までの規定は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１７条の２第１項（第４号の改正規定を除く。以下この条において同じ。）の改正

規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の由

利本荘市火災予防条例（以下「新条例」という。）第１７条の２第１項に規定する急速

充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例によ

る。 

３ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原

動力とする発電設備及び新条例第１９条第１項に規定する蓄電池設備（附則第５項に掲

げるものを除く。）（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に

設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第１７条第１項第４号（新条例

第１２条の２第１項及び第３項、第１７条第３項、第１８条第２項及び第３項並びに第

１９条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものにつ

いては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１９条第１

項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、新条例第１９条第１項

の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 新条例第１９条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、

この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して２年

を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、

当該規定は、適用しない。 

６ 新条例第３２条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用

室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律（平成３

０年法律第７８号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第

３３条第２項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。 

７ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第３２条第２

項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第３２条第４

項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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  令和５年８月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、条例の一部を改正しようとするもの

である。 
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議案第１３８号 

 

 

物品（小型ロータリ除雪車）購入契約の締結について 

 

 

次のとおり物品購入契約を締結するものとする。 

 

１ 契 約 の 目 的  小型ロータリ除雪車の購入 

 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額  ３５，２００，０００円 

          （うち取引に係る消費税額 ３，２００，０００円） 

 

４ 契 約 物 件  小型ロータリ除雪車（１．５ｍ級） １台 

           

５ 契約の相手方  秋田市川尻町字大川反２３３－１２ 

          藤髙自動車興業株式会社 

          代表取締役 髙 田 栄 相 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信 

 

 

提案理由 

物品（小型ロータリ除雪車）の購入契約を締結するにあたり、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を得よう

とするものである。 

-32-



議案第１３９号 

  

  

   土地（鳥海地域普通財産）の処分について 

  

次のとおり土地を処分するものとする。 

 

土地の所在、種目及び数量等 

所 在 地 地 番 地目 地積（㎡） 備考 

由利本荘市鳥海町百宅字山ノ沢 4 の一部 学校用地 8,448.25 

立木を含む 

20-1、20-3、 

20-5、20-6 
学校用地 1,150.88 

21-1 学校用地 2,508.16 

25-1、25-4 学校用地 1,506.33 

由利本荘市鳥海町百宅字杉峠 5-2 原野 260.11 

6-3 原野 434.10 

由利本荘市鳥海町百宅字中田代 42-1、42-2 原野 209.33 

由利本荘市鳥海町百宅字天配 23-2 原野 253.84 

由利本荘市鳥海町百宅字滝ノ上 20-4 山林 84.10 

24-6 の一部、 

24-20 の一部 
山林 53,694.75 

 

処 分 の 方 法  随意契約による売払い 

  

処 分 の 目 的  子吉川水系鳥海ダム建設用地 

  

処分予定価格  １３３，０３３，４９７円 

  

契約の相手方  由利本荘市水林４０８番地 

国土交通省 東北地方整備局 

鳥海ダム工事事務所長 竹 内 久 一 

  

  

令和５年８月２９日提出 

 

由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  市有地の処分にあたり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第１４０号 

 

 

   辺地に係る総合整備計画の策定について 

 

 

 本市山内辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定したいので、辺地に

係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第

８８号）第３条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  本市山内地内における飲用水供給施設を整備するにあたり、議会の議決を得ようとす 

るものである。 
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様式３  

総 合 整 備 計 画 書  
 
                     秋田県由利本荘市山内辺地  
                   （辺地の人口 ６３人、面積 １１．８ｋ㎡）  
 
１ 辺地の概況  

（１）  辺地を構成する町又は字の名称  
由利本荘市山内字松倉沢、池ノ上、下長田、中島、上長田、神台、三ツ石、藤倉、

中ノ台、名免沢、田代沢、上野、西田、白石、三ツ方森、滝ノ沢、冷水沢、上ノ

台、大森、松倉山、打葈、奥名免沢、蒲池、奥ヶ沢、菖蒲谷地、増田、内カラム

シ  
 

 （２）地域の中心の位置 由利本荘市山内字池ノ上２９番地  
（３）辺地度点数    １１９点 

 
 
２ 公共的施設の整備を必要とする事情  
 当該辺地は、国道１０７号沿線の山間へき地に位置し、過疎化が進んでいる地域である。 
 当該地域では、高齢化の進展等が著しく、地域コミュニティや集落の維持、生活基盤の

維持・確保等が大きな課題となっている。  
 今後も人口減少が見込まれることから、市内中心部との地域間格差を是正するため、老

朽化した水道施設の更新整備を行うことにより、水道事業についてより効率的・効果的な

経営を進めるとともに、安全安心で良質な飲料水の安定的な供給を図っていく必要がある。 
 

 
３ 公共的施設の整備計画  
   令和５年度から令和９年度までの５年間  

（単位 千円）  
区   分   

事  業  費  
財  源  内  訳   一般財源のうち  

 辺地対策事業債  
 の予定額  

事業主体名  
特定財源  一般財源  

施設名   

飲用水供給施設  由利本荘市 ４，３４５   ４，３４５  ４，３００  

合 計   ４，３４５   ４，３４５  ４，３００  
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議案第１４１号 

 

 

   由利本荘市過疎地域持続的発展計画の変更について 

 

 

 別紙のとおり由利本荘市過疎地域持続的発展計画の一部を変更するものとする。 

 

 

  令和５年８月２９日提出 

 

                        由利本荘市長 湊  貴 信    

 

 

提案理由 

  由利本荘市過疎地域持続的発展計画（令和３年度～令和７年度）の変更にあたり、過 

疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第１０項により準用する同条第１ 

項の規定に基づき、議会の議決を得ようとするものである。 
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（
別

紙
）

 
過

疎
地
域
持
続

的
発

展
計

画
（

変
更
）

 
 変
更

箇
所

 
変

更
後

 
変

更
前

 
第

７
 

子
育

て
環

境
の

確

保
、

高
齢

者

等
の

保
健

及

び
福

祉
の

向

上
及
び
増

進
 

５
３

頁
 

３
 

計
画

 
事

業
名

 
（

施
設
名

）
 

事
業
内
容

 
事

業
主

体
 

備
考

 

（
３

）
高

齢
者

福
祉

施
設

 

 
 

高
齢

者
生

活
福

祉
セ

ン
タ

ー
  

 老
人

ホ
ー

ム
 

  
～
省

略
～
 

   矢
島
高

齢
者

生
活

支
援

ハ
ウ

ス
整

備
事

業
 

  特
別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

東
光

苑
整

備
事

業
 

 

～
省
略
～

 

   由
利

本
荘

市
 

  由
利

本
荘

市
 

 

 

５
３
頁

 
３

 
計
画

 
事

業
名

 
（

施
設
名

）
 

事
業

内
容

 
事

業
主

体
 

備
考

 

（
３
）
高

齢
者

福
祉
施
設

  

 高
齢
者
生

活
福

祉
セ
ン
タ

ー
  

 

～
省
略
～

 

   

矢
島
高

齢
者
生

活
支

援
ハ

ウ
ス
整

備
事

業
 

  

～
省

略
～
 

   由
利

本
荘

市
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議
案

第
１
４

２
号
 

  
 

 
由
利

本
荘
市
道

路
線
の

廃
止
に
つ

い
て
 

  
道

路
法
（

昭
和
２

７
年
法
律

第
１

８
０

号
）
第

１
０
条
第
１

項
の
規

定
に
基

づ
き
、
次

の
路

線
を

廃
止
す

る
。
 

路
線

番
号
 

路
 

 
線
 

 
名
 

起
 

 
 
 

 
 
点
 

終
 

 
 
 

 
 
点
 

延
長

（
ｍ
）
 

幅
員

（
ｍ
）
 

1
2
0
2
6 

薬
師

堂
２

６
号

線
 

由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
谷
地
１
５
０
番
１
地
先
 

由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
一
番
堰
１
番
地
先
 

5
7
5
.
0 

小
 
2
.
2 

大
 
4
.
2 

1
7
8
2
5 

三
望

苑
線
 

由
利
本
荘
市
浜
三
川
字
椿
森
１
番
１
地
先
 

由
利

本
荘

市
浜

三
川

字
二

ノ
大

台
１

５
番

２
７

地
先
 

8
3
3
.
3 

小
 
6
.
7 

大
1
0
.0
 

 
 

 

令
和
５
年
８
月
２
９
日

提
出
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
由
利

本
荘
市

長
 
湊
 

 
貴

 
信
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 提
案

理
由
 

・
薬

師
堂
２

６
号
線
 

開
発

行
為
に
よ

る
市

道
路
線
の

見
直

し
に

伴
い
、
廃

止
す
る

も
の

で
あ

る
。
 

 
・

三
望
苑

線
 

 
 
三

望
苑
連

絡
道
の

引
き
継

ぎ
に

伴
う

市
道
路

線
の
見
直

し
に

よ
り

、
廃
止

す
る
も
の

で
あ

る
。
 

  

-38-



１
２
０
２
４
そ
の
他
市
道
薬
師
堂
２
４
号
線

路
線
延
長
Ｌ
＝
２
３
８
．
０
ｍ

起
点
：
由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
谷
地
２
８
３
番
１
地
先

終
点
：
由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
谷
地
２
７
１
番
地
先

市
道

薬
師
堂
２
４
号
線
認
定
路
線
図
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0
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4
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0

2
40
-
11

2
4
0-
1
2

2
40
-
13

2
40
-
14

2
4
0-
1
5

2
4
0-
1
6

24
0
-1
7

2
4
0-
2

24
0
-3

24
0
-4

2
4
0-
5

2
40
-
7

24
0
-8

24
0
-9

2
43
-
1

2
4
3-
3

2
4
3-
4

2
44
-
1

24
4
-1
6

24
4
-1
7

2
4
4-
1
8

2
4
4-
2
0

24
4
-2
1

2
44
-
22

2
4
4-
2
3

24
4
-2
4

24
4
-2
5

24
4
-2
6

24
4
-2
7

2
4
4-
2
8

2
44
-
3

24
4
-3
1

2
44
-
6

25
0
-2

2
51
-
1

2
51
-
3

2
5
1
-5

2
5
2-
1

2
5
3

25
4

25
5

25
6
-3

2
8
1-
2

2
82
-
1

2
83
-
1

2
8
3
-2

28
3
-3

2
84
-
1

2
84
-
2

2
8
5

2
86

28
7
-
1

2
8
7-
2

2
88
-
1

3
1
2-
1

3
15
-
2

31
6

3
17

31
8

31
9

32
0

4
60

46
2

4
5

49

55
-
1

55
-
2

5
6
-1

5
6-
2

5
6
-3

5
6
-4

5
8
-1

5
8
-2

5
9
-1

59
-
2

6
0
-1

60
-
2

1
-
1

1-
1
7

1
-
18

1
-
2

1
-
3

1
-
4

1-
5

1
-6

1
-
7

1
-
8

5-
1

5-
2

5
-3 5
-5

5
3-
4

5
4
-4

5
4
-5

5
5-
1
0

55
-
11

5
5-
1
2 55
-
13

55
-
2

55
-
3

55
-
4

5
5-
6

55
-
7

55
-
8

5
5
-9

5
8
-1

5
8-
2

58
-
3

58
-
4

5
8
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5
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8
-
6
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9
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6
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6
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3

6
-
4
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5

6
-
6

7
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3
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4

7
-
5

8
-
1

8-
3

8-
4

9

4
4

12
1

1
2
2

12
3

12
4

1
2
5

12
6

12
7

12
8

12
9

13
0

32
5

3
28

3
2
9

3
32

33
3

市
道

薬
師
堂
２
６
号
線
廃
止
路
線
図

１
２
０
２
６
そ
の
他
市
道
薬
師
堂
２
６
号
線

路
線
延
長
Ｌ
＝
５
７
５
．
０
ｍ

起
点
：
由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
谷
地
１
５
０
番
１
地
先

終
点
：
由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
一
番
堰
１
番
地
先

市
立

本
荘
東
中
学
校

市
道
中
学
校
通
線

薬
師
堂

字
谷
地

字
二
本
木

字
中
道

字
一
番
堰
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市道 三望苑線 廃止路線図

１７８２５ その他市道 三望苑線

路線延長 Ｌ＝８３３．３ｍ

起点：由利本荘市浜三川字椿森１番１地先

終点：由利本荘市浜三川字二ノ大台１５番２７地先

新山野墓園

市立

本荘北中学校

三望苑跡地

石脇

字山ノ神

字新山野

字東山

大浦

字蛇持

浜三川 字椿森

字北ノ沢

新山神社

新山公園
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議
案

第
１
４

３
号
 

  
 

 
由
利

本
荘
市

道
路
線
の

認
定

に
つ

い
て
 

  
道

路
法
（

昭
和
２

７
年
法
律

第
１

８
０

号
）
第

８
条
第
２

項
の

規
定

に
基
づ

き
、
次
の

路
線

を
認

定
す
る

。
 

路
線

番
号
 

路
 

 
線
 

 
名
 

起
 

 
 
 

 
 
点
 

終
 

 
 
 

 
 
点
 

延
長

（
ｍ

）
 

1
1
7
6
2 

田
尻

野
３

４
号

線
 

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
２
番
２
０
５
地
先
 

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
野
１
番
８
５
地
先
 

2
2
7
.
7 

1
2
0
2
6 

薬
師

堂
２

６
号

線
 

由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
谷
地
１
５
０
番
１
地
先
 

由
利
本
荘
市
薬
師
堂
字
一
番
堰
１
１
番
地
先
 

3
9
0
.
0 

1
7
8
2
5 

浜
三

川
石

脇
線
 

由
利
本
荘
市
浜
三
川
字
椿
森
１
番
１
地
先
 

由
利
本
荘
市
石
脇
字
東
山
１
番
３
地
先
 

2
,
6
3
3
.3
 

 

令
和
５

年
８

月
２
９
日

提
出
 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
由
利

本
荘
市

長
 
湊
 

 
貴

 
信
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

提
案

理
由
 

・
田

尻
野
３

４
号
線
 
 

開
発

行
為
に

伴
い
、
新

た
に
設

置
さ

れ
た

路
線
に

つ
い
て
認

定
す

る
も

の
で
あ

る
。
 

 
・

薬
師
堂

２
６
号

線
 

 
 
開

発
行

為
に
よ

る
市
道
路

線
の

見
直

し
に
よ

り
、
認
定

す
る

も
の

で
あ
る

。
 

 
・

浜
三
川

石
脇
線
 

 
 
三

望
苑
連

絡
道

の
引
き
継

ぎ
に

伴
う
市

道
路

線
の
見
直

し
に

よ
り

、
認
定

す
る
も
の

で
あ

る
。
 

-41-



1-11

1-14

1-17

1-33

12-111

12-113

12-114

12-29

12-3

12-35

12-39

12-68

12-69

12-70

12-73

2-2

4-193
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2-56

2-58

2-61

2-62
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4-99

11-1008

11-1014

11-1141

11-1142

11-1143

11-1157

11-1158

11-1159

11-1160

11-1161

11-1162
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11-463

11-487
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11-493
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11-544

11-613
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11-668
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16-142

16-64

16-65

16-66

16-99

１１７６２ その他市道 田尻野３４号線

路線延長 Ｌ＝２２７．７ｍ

起点：由利本荘市石脇字田尻野２番２０５地先

終点：由利本荘市石脇字田尻野１番８５地先

竜巻街区公園

字田尻野

字山ノ神

字竜巻

石脇

竜巻中央

公民館

市道 田尻野３４号線 認定路線図
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２
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そ
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堂
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６
号
線
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線
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１
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１
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市道 浜三川石脇線 認定路線図

１７８２５ その他市道 浜三川石脇線

路線延長 Ｌ＝２，６３３．３ｍ

起点：由利本荘市浜三川字椿森１番１地先

終点：由利本荘市石脇字東山１番３地先

新山野墓園

市立

本荘北中学校

三望苑跡地

石脇

字山ノ神

字新山野

字東山

大浦

字蛇持

浜三川 字椿森

字北ノ沢

新山神社

新山公園
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